
おのでら慎一郎の議会報告   平成 27 年 7 月 1 日 
	
 

平成 27 年第 2回定例会	
 総務政策常任委員会にて質疑いたしました。	
 

	
 

小野寺委員	
 

	
 私からは、まず、地方創生の推進についてお伺いします。	
 

	
 国から、地方人口ビジョンと地方版総合戦略の今年度中の策定を求められている

ということですが、その辺りを詳しく教えてください。	
 

総合政策課長	
 

	
 都道府県、市町村が、地方版の総合戦略を策定する際には、まち・ひと・しごと

創生法による国の総合戦略を勘案することとされております。そのため国は、昨年

12月27日に、長期ビジョンと総合戦略を軸とし、出生率に基づく人口の長期見通し

や、また、今後の施策の方向として、地方における安定した雇用の創出、若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえるといった四つの政策分野などが示されたと

ころでございます。	
 

	
 また、国からは同日付けで、地方人口ビジョンと総合戦略の策定に向けた基本的

な考え方や、そこに盛り込むべき内容を示した通知も出されたところでございます

ので、現在、これらを参考にいたしまして、本県の人口ビジョン、総合戦略の策定

作業を進めているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 地方創生推進会議については、何回くらい開催するのでしょうか。	
 

総合政策課長	
 

	
 今後の推進会議の予定につきましては、８月に２回目を予定しております。１回

目で、委員からいろいろ専門的な見地からの御意見を頂いたところでございますの

で、２回目も、基本的に自由討論を想定して開催する予定でございます。	
 

	
 また、９月に予定しております第３回目の会議、10月に予定しております第４回

目の会議では、国、県が示す素案に対しまして御意見を頂くとともに、11月に予定

しております第５回目の会議では、県が示す案に対しまして、それぞれ議論を頂く

ことを想定しているところでございます。	
 

	
 このように、年末までに合計５回の会議を想定しておりますが、議論の進捗や調

整状況によって、年明けに開催することも想定しているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 第３回までに素案をまとめるということだと思うのですが、どのようにまとめて

いこうと思っているのでしょうか。	
 

総合政策課長	
 

	
 地方創生推進会議は、総勢31人の有識者の会議体ではございますが、いずれも各

界の専門家の方に御参画を頂いておりますので、第１回目の会議は自由討論形式を



とりました。基本的にはそれぞれの御専門の見地から御意見を伺うことができたと

ころでございます。	
 

	
 そのため、なるべく早い段階で、委員の皆様から長期的に御意見を聴取したいと

考えておりまして、年度前半で、できるだけ多くの御意見を聴取する機会を確保し

たいという考えでございます。具体的には、１回目に続いて２回目までの開催は自

由討論形式をとり、各委員から積極的に多くの意見を頂けたらと考えております。	
 

	
 多忙な委員が多く、せっかく会議に委員として参画していただいたとしても、必

ずしも出席していただけない可能性もございます。また、会議の場では時間に限り

があり、委員によっては十分な発言時間を確保できないといった可能性もございま

すので、会議とは別に、構成メンバー全員にヒアリングをすることも予定しており

ます。	
 

	
 こうしたことにより、早い段階から委員の御意見を集約し、本県の地域特性に応

じた政策の方向性を定めた、神奈川らしい総合戦略を策定してまいりたいと考えて

おります。	
 

小野寺委員	
 

	
 今回、国が総合戦略に盛り込むべき内容として、政策分野ごとに数値目標を定め

ること、施策ごとに重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩを設定するように求めてき

ていると思うのですが、県としてどのように対応していこうとしているのかお伺い

します。	
 

総合政策課長	
 

	
 国の通知によりますと、数値目標とは、政策分野ごとに設定し、行政活動の結果

として県民にもたらされた便益、いわゆるアウトカムに関する数値を原則として定

めるものとされております。	
 

	
 現時点で本県では、県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする、神奈川

への新しいひとの流れをつくるなど、四つの政策分野を想定しておりまして、それ

ぞれに数値目標を設定する予定でございます。ただ、様々な観点からの指標が考え

られますので、一つの政策分野に複数設定することも含め、今後検討してまいりま

す。	
 

	
 また、ＫＰＩとは、施策の効果を客観的に検証できるようにするための指標でご

ざいますが、これは、各政策分野に盛り込む施策ごとに設定することになっており

ますので、今後、総合戦略に盛り込む施策を具体的に検討していく過程で、適切な

ＫＰＩを検討してまいりたいと考えております。	
 

	
 国の総合戦略で示された指標なども参考にしながら、県の施策にふさわしい数値

目標やＫＰＩを設定し、施策の効果をしっかりと検証できるようにしてまいりたい

と考えております。	
 

小野寺委員	
 

	
 国は、総合戦略を今後推進していく中で、施策・事業の効果を検証して改善する

仕組みを確立するよう求めてきているようですが、こちらに対してはどのように対

応しますか。	
 



総合政策課長	
 

	
 本県の総合戦略を推進するに当たりましては、国から示された方向性に沿って、

各政策分野の具体的な施策ごとにＫＰＩを設定し、これにより各施策の効果を客観

的に検証し、改善を行う仕組み、いわゆるＰＤＣＡサイクルを構築してまいりたい

と考えております。	
 

	
 効果検証に際しましては、その妥当性、客観性を担保するため、行政だけで検証

するのではなく、外部有識者を含む検証機関を設置することが国から求められてお

りますので、本県におきましては、６月に設置いたしました地方創生推進会議にお

きまして、総合戦略の策定を御議論いただくだけでなく、検証していただくことも

想定しているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 人口ビジョンと総合戦略を年内に策定することができるのでしょうか。	
 

総合政策課長	
 

	
 人口ビジョンと総合戦略を策定するに当たりましては、市町村と十分に意見交換

や協議を行い、連携して取り組むことが求められております。	
 

	
 特に、本県におきましては、人口がまだ増加している三つの政令市を抱える一方

で、既に人口減少が始まっている比較的小規模な町村まで、様々な市町村を抱えて

おり、他の都道府県以上に、そうした調整が重要であると考えております。また、

総合戦略は、幅広い分野に及ぶことから、県民の皆さんや企業、団体を巻き込んだ

県民議論も必要になると考えております。さらに、先ほど答弁いたしましたとおり、

各界の有識者で構成された地方創生推進会議により、その方向性や具体案につきま

しても検討していく必要があると考えております。	
 

	
 そうしたことから、総合戦略の策定には相当程度の時間を要すると考えておりま

して、現時点で明確な策定時期までは申し上げることはできませんが、平成27年度

のできる限り早い時期に策定してまいりたいと考えているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 １都３県の連絡会議の中でも、石破大臣が、市町村の総合戦略の策定の取組にば

らつきがないように、都道府県の役割に期待をしているという発言をされています。

そして、その地域の実情に応じた、特性に応じた、継続的かつ主体的な取組を求め

られると思いますので、しっかりと市町村とも連携していただいて、神奈川の地域

特性に応じた神奈川らしい総合戦略ができるように頑張っていただきたいという

要望をさせていただきます。	
 

	
 次に、ヘルスケアロボット産業の推進についてお伺いします。	
 

	
 ヘルスケアロボット産業におけるイノベーション創出に向けた連携の取組とし

て、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(株)と覚書を締結したとありますが、覚書の内容について

教えてください。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(株)との覚書の経緯でございますが、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥで

は、ロボット技術、人体に関する技術、情報処理の技術を組み合わせて新しい社会



システムをつくっていくこと、それに関わる産業を伸ばしていこうという理念をお

持ちで、県が進めるヘルスケア・ニューフロンティアと非常に親和性が高いという

ことがございました。また、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥは、昨年度、川崎市の殿町地区に

大きな拠点として進出することを決められ、ヘルスケア・ニューフロンティアの推

進に御協力いただけるということで、今回の覚書の締結に至ったということでござ

います。	
 

	
 一方、ロボットスーツＨＡＬを100台、介護施設に導入することにつきましては、

公募型のプロポーザルとして募集した結果、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥになったというこ

とで、連携事業でございますけれども、それを実施するために覚書を結んだという

ことではございません。	
 

小野寺委員	
 

	
 今後も連携して、様々な事業が行われると考えてよろしいのですか。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 これから、様々な新しい社会システムに向けた検討ですとか、あるいは特区を活

用した規制緩和といったところでも、連携して取組ができればと考えております。	
 

小野寺委員	
 

	
 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥが新たな拠点を設置するということですが、この現在の状況

と、県としてはどういったことを期待をしているのかお伺いします。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 殿町のＣＹＢＥＲＤＹＮＥの拠点の状況でございますが、2014年の秋口に、１万

5,000平米の土地を取得されまして、建物といたしましては、ロボットを作る工場

ではなくて、先ほど申しました新しい社会システム、ロボットを用いた新しい技術

の開発、それら全体の社会システムの開発といったところを研究する、研究開発を

行う総合的な拠点ということで聞いております。	
 

	
 県といたしましても、私どもも進めております特区の中核地域でございます殿町

に、それができるということで大変歓迎しておりますし、これからその拠点でも、

どういった連携した取組ができるのか、非常に期待しているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥの持つ技術やＨＡＬという製品も、非常に先進的であります

し、今後の社会にとって有用なものだと思っています。私たちも、松沢知事の時代

から、医療介護に関わるロボットの普及ということに取り組ませていただいていま

すが、そのきかっけをつくってくれたのが、正にこのＨＡＬだと思っているのです。	
 

	
 ただ、今回のこの連携事業は、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥが手を挙げてくれたというこ

とで、致し方ないところもあると思うのですが、介護現場のノーリフトポリシーを

実現するということで行うのであれば、他にも様々な移乗用ロボット、例えばベッ

ドから車椅子に移したりとか、そういう介護の現場で活躍が期待されているロボッ

トは、いろいろな種類のものがあるわけです。現場の負担軽減を目的とした事業で

あれば、このＨＡＬも大変すばらしいものなのですが、これのみの一辺倒で良かっ

たのかと思っています。	
 



	
 介護現場の多様な意見、要望をくみ取るためにも、様々なものを提供するという

方法もあったのではないかと思うのですが、このＨＡＬのみに決まった理由につい

てお伺いします。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 このＨＡＬというものは、今あるロボットの中で、唯一、脳波を感じ取って動き

に変換できるという技術を持っているということで、今回の連携事業では、結果と

してＨＡＬを採用させていただいたということがございます。	
 

	
 ただ、委員お話しのとおり、非常にたくさんの優秀なロボットがございます。我々

も、現在あるロボットをできるだけ多くの県民の方に触れていただく、見ていただ

くというのが非常に重要な要素であると思っておりまして、今年度の今回の補正予

算でも、普及啓発、触れていただく事業に計上しております。	
 

	
 このように、ＨＡＬに限らず、いろいろなロボットをできるだけ集め、様々な県

民の方に多くの場所で触れていただけるような事業を展開してまいりたいと考え

ているところでございます。	
 

小野寺委員	
 

	
 次に、ヘルスケアロボット産業化促進事業費について、簡単に説明してください。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 ヘルスケアロボット産業化の促進事業の予算額の5,800万円でございますが、普

及啓発の部分が800万円、新たな社会システムの構築に向けた実証事業が5,000万円

でございます。	
 

	
 このうち、普及啓発の部分でございますが、簡単に申しますと、県内各地の、例

えばデパートですとか、いろいろな見本市といったところで、１週間程度ヘルスケ

アロボットをそこに持ち込みまして、直に触れて体験ができるという出前イベント

のようなものを、県内各地で開催したいと考えております。	
 

小野寺委員	
 

	
 今後、ヘルスケアロボット産業の創出に向けて、どのようなロボットを活用して

いこうと考えているのかお伺いします。	
 

ライフイノベーション担当課長	
 

	
 ヘルスケア・ニューフロンティアを進めていくためには、新しい技術と、それに

伴う新しい社会システムが必要不可欠だと考えております。そのため、現在、ロボ

ットそのものが社会に定着しているとは言い難い状況だとは思いますが、いわゆる

ヘルスケアロボットが、社会インフラとして定着することも見据えまして、その先

の社会システムというものを検討し、ヘルスケアロボットの社会への定着を図って

まいりたいと考えております。	
 

小野寺委員	
 

	
 現場のニーズもしっかりと捉えながら進めていっていただきたいと要望いたし

まして、私の質問を終わります。	
 

	
 


